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「
社

会
福

祉
法

人
指

導
監

査
実

施
要

綱
」

 

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

早
見

表
 

＜
平

成
30

年
2
月

1
3
日

／
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

時
点

＞
 

 

◎
 
本
早
見
表
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
「
監
査
事
項
」
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ペ
ー
ジ
数
」
「
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
」
「
確
認
書
類
」
を
ま
と
め
た
も
の
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

１
　
定

款
は

、
法

令
等

に
従

い
、
必

要
事

項
が

記
載

さ
れ

て
い

る
か
。

○
　
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
（
法
第
3
1
条
第
１
項
）
が
事
実
に
反

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
。

定
款

3

○
　
定
款
の
変
更
が
評
議
員
会
の
特
別
決
議
を
経
て
行
わ
れ
て
い
る
か
。

決
議

を
行

っ
た
評

議
員

会
の
議

事
録

、
評

議
員

会
の
招

集
通

知
、
評

議
員

会
の
議

題
・
議

案
を
決

定
し
た
理

事
会

の
議

事
録

4

２
　
内

部
管

理
体
制

１
　
特

定
社

会
福

祉
法

人
に
お
い
て
、
内

部
管

理
体

制
が

整
備
さ
れ

て
い
る
か

。

○
　
内
部
管
理
体
制
が
理
事
会
で
決
定
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
内
部
管
理
体
制
に
係
る
必
要
な
規
程
の
策
定
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

関
係

規
程

理
事

会
の
議

事
録

5

２
　
評

議
員

と
な
る
こ
と
が

で
き
な
い
者

又
は

適
当

で
は

な
い

者
が
選

任
さ
れ

て
い
な
い
か

。

○
　
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
当
該
法
人
の
役
員
又
は
職
員
を
兼
ね
て
い
な
い
か
。

○
　
当
該
法
人
の
各
評
議
員
、
各
役
員
と
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者

が
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
社
会
福
祉
協
議
会
に
あ
っ
て
は
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
評

議
員

の
総

数
の
５
分

の
１
を
超

え
て
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
実
際
に
評
議
員
会
に
参
加
で
き
な
い
者
が
名
目
的
に
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
地
方
公
共
団
体
の
長
等
特
定
の
公
職
に
あ
る
者
が
慣
例

的
に
評

議
員

と
し
て
選

任
さ
れ
て
い
な

い
か
。

○
　
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
的
勢
力
の
者
が
評
議
員
と
な
っ
て
い
な
い
か
。

評
議

員
の
選

任
手

続
に
お

け
る
関

係
書

類
（
履

歴
書

、
誓

約
書

等
）
、
役

職
員

名
簿

、
評

議
員

会
の
議

事
録

等

7

３
　
評

議
員

・
評

議
員
会

（
1
）
評

議
員

の
選
任

Ⅰ
　
【
法

人
運

営
に
つ
い
て
】

○
　
定
款
の
変
更
が
所
轄
庁
の
認
可
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
か
（
所

轄
庁

の
認

可
が
不

要
と
さ
れ

る
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
所
轄
庁
へ
の
届
出
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
）
。

○
　
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
社
会
福
祉
法
人
の
適
正

な
運

営
に
必

要
な
識

見
を
有

す
る
者

が
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定

款
を
事

務
所

に
備

え
置

い
て
い
る
か
。

○
　
定
款
の
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
表
し
て
い
る
か
。

○
　
公
表
し
て
い
る
定
款
は
直
近
の
も
の
で
あ
る
か
。

１
　
定
款

２
　
定

款
の

変
更

が
所

定
の

手
続

を
経

て
行

わ
れ

て
い
る
か

。

３
　
法

令
に
従

い
、
定

款
の

備
置

き
・
公

表
が

さ
れ

て
い
る
か

。

１
　
法

律
の

要
件

を
満

た
す
者

が
適

正
な
手
続

に
よ
り
選

任
さ

れ
て
い
る
か

。

4
変

更
認

可
書

定
款

変
更

の
届

出
書

評
議

員
の
選

任
に
関

す
る
書

類
（
評

議
員

選
任

・
解

任
委

員
会

の
資

料
、
議

事
録

等
）
、
就

任
承

諾
書

等

定
款

4 6
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ

頁

３
　

評
議

員
の

数
は

、
法

令
及

び
定

款
に

定
め

る
員

数
と

な
っ

て
い

る
か

。

○
　

評
議

員
の

数
は

、
定

款
で

定
め

た
理

事
の

員
数

を
超

え
て

い
る

か
。

定
款

、
評

議
員

名
簿

、
役

員
名

簿
、

評
議

員
の

選
任

に
関

す
る

書
類

（
評

議
員

選
任

・
解

任
委

員
会

の
議

事
録

、
委

嘱
状

、
就

任
承

諾
書

等
）
、

理
事

の
選

任
・
解

任
等

に
関

す
る

書
類

（
理

事
が

選
任

さ
れ

た
評

議
員

会
の

議
事

録
、

委
嘱

状
、

就
任

承
諾

書
等

）

8

１
  

評
議

員
会

の
招

集
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
○

　
評

議
員

会
の

招
集

通
知

を
期

限
ま

で
に

評
議

員
に

発
し

て
い

る
か

。
○

　
招

集
通

知
に

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

項
は

理
事

会
の

決
議

に
よ

っ
て

い
る

か
。

○
　

定
時

評
議

員
会

が
毎

会
計

年
度

終
了

後
一

定
の

時
期

に
招

集
さ

れ
て

い
る

か
。

評
議

員
会

の
招

集
通

知
、

理
事

会
の

議
事

録
、

評
議

員
会

の
議

事
録

、
評

議
員

全
員

の
同

意
が

確
認

で
き

る
書

類
9

２
　

 決
議

が
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
。

○
　

決
議

に
必

要
な

数
の

評
議

員
が

出
席

し
、

必
要

な
数

の
賛

成
を

も
っ

て
行

わ
れ

て
い

る
か

。
○

　
決

議
が

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
、

決
議

が
行

わ
れ

て
い

る
か

。
○

　
特

別
決

議
は

必
要

数
の

賛
成

を
も

っ
て

行
わ

れ
て

い
る

か
。

○
　

決
議

に
つ

い
て

特
別

の
利

害
関

係
を

有
す

る
評

議
員

が
議

決
に

加
わ

っ
て

い
な

い
か

。
○

　
評

議
員

会
の

決
議

が
あ

っ
た

と
み

な
さ

れ
た

場
合

（
決

議
を

省
略

し
た

場
合

）
や

評
議

員
会

へ
の

報
告

が
あ

っ
た

と
み

な
さ

れ
た

場
合

（
報

告
を

省
略

し
た

場
合

）
に

、
評

議
員

の
全

員
の

書
面

又
は

電
磁

的
記

録
に

よ
る

同
意

の
意

思
表

示
が

あ
る

か
。

定
款

、
評

議
員

会
の

議
事

録
、

同
意

の
意

思
表

示
の

書
面

又
は

電
磁

的
記

録
、

法
人

が
決

議
に

特
別

の
利

害
関

係
を

有
す

る
評

議
員

が
い

る
か

を
確

認
し

た
書

類
1
0

３
　

評
議

員
会

に
つ

い
て

、
適

正
に

記
録

の
作

成
、

保
存

を
行

っ
て

い
る

か
。

○
　

厚
生

労
働

省
令

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
議

事
録

を
作

成
し

て
い

る
か

。
○

　
議

事
録

を
法

人
の

事
務

所
に

法
定

の
期

間
備

え
置

い
て

い
る

か
。

○
　

評
議

員
会

の
決

議
が

あ
っ

た
と

み
な

さ
れ

た
場

合
（
決

議
を

省
略

し
た

場
合

）
に

、
同

意
の

書
面

又
は

電
磁

的
記

録
を

法
人

の
主

た
る

事
務

所
に

法
定

の
期

間
備

え
置

い
て

い
る

か
。

評
議

員
会

の
議

事
録

、
同

意
の

意
思

表
示

を
行

っ
た

書
面

又
は

電
磁

的
記

録
1
1

４
　

決
算

手
続

は
法

令
及

び
定

款
の

定
め

に
従

い
適

正
に

行
わ

れ
て

い
る

か
。

○
　

 計
算

書
類

及
び

そ
の

附
属

明
細

書
並

び
に

財
産

目
録

に
つ

い
て

、
監

事
の

監
査

を
受

け
て

い
る

か
。

○
　

会
計

監
査

人
設

置
法

人
は

、
計

算
書

類
お

よ
び

そ
の

附
属

明
細

書
並

び
に

財
産

目
録

に
つ

い
て

会
計

監
査

人
に

監
査

を
受

け
て

い
る

か
。

○
　

計
算

書
類

及
び

そ
の

附
属

明
細

書
並

び
に

財
産

目
録

は
理

事
会

の
承

認
を

受
け

て
い

る
か

。
○

 会
計

監
査

人
設

置
法

人
以

外
の

法
人

は
計

算
書

類
及

び
財

産
目

録
に

つ
い

て
定

時
評

議
員

会
の

承
認

を
受

け
て

い
る

か
。

○
 会

計
監

査
人

設
置

法
人

は
計

算
書

類
及

び
財

産
目

録
を

評
議

員
会

に
報

告
し

て
い

る
か

。

定
款

、
経

理
規

程
、

計
算

書
類

等
に

関
し

て
所

轄
庁

へ
の

提
出

日
が

分
か

る
資

料
、

監
事

に
よ

る
監

査
報

告
、

会
計

監
査

人
に

よ
る

会
計

監
査

報
告

、
理

事
会

議
事

録
、

評
議

員
会

議
事

録
等

1
3

（
2
）
評

議
員

会
の

招
集

・
運

営

3
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

４
　
理
事

（
１
）
定

数

１
　
法

に
規

定
さ
れ

た
員

数
が

定
款

に
定

め
ら
れ

、
そ
の

定
款

に
定

め
る
員

数
を
満

た
す
選

任
が

さ
れ

て
い
る
か

。

○
　
定
款
に
定
め
る
員
数
が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定
款
で
定
め
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
者
が
欠
け
た
と
き
は
遅

滞
な
く
補

充
し
て
い
る
か
。

○
　
欠
員
が
生
じ
て
い
な
い
か
。

定
款

、
理

事
の
選

任
に
関

す
る
評

議
員

会
議

事
録

、
理

事
会

議
事

録
、
そ
の
他

関
係

書
類

1
4

（
２
）
選

任
及

び
解
任

１
　
理

事
は

法
令

及
び
定

款
に
定

め
る
手
続

に
よ
り
選

任
又

は
解
任

さ
れ

て
い
る
か

。

○
　
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
選
任
又
は
解
任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
理

事
の
解

任
は
、
法
に
定
め
る
解

任
事

由
に
該

当
し
て
い
る
か
。

評
議

員
会

の
議

事
録

、
評

議
員

会
の
招

集
通

知
、
評

議
員

会
の
議

題
（
及

び
議

案
）
を
決

定
し
た
理

事
会

の
議

事
録

、
就

任
承

諾
書

等

1
5

（
３
）
適

格
性

１
　
理

事
と
な
る
こ
と
が

で
き
な
い
者

又
は
適

切
で
は

な
い
者

が
選
任

さ
れ

て
い
な
い
か

。

○
　
欠
格
事
由
を
有
す
る
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
各
理
事
に
つ
い
て
、
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
が
上
限
を
超

え
て
含

ま
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
社
会
福
祉
協
議
会
に
あ
っ
て
は
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
役

員
の
総

数
の
５
分

の
１
ま
で
と
な
っ

て
い
る
か
。

○
　
実
際
に
法
人
運
営
に
参
加
で
き
な
い
者
が
名
目
的
に
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
地
方
公
共
団
体
の
長
等
特
定
の
公
職
に
あ
る
者
が
慣
例

的
に
理

事
長

に
就

任
し
た
り
、
理

事
と

し
て
参
加
し
て
い
な
い
か
。

○
　
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
勢
力
の
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

役
員

の
選

任
手

続
に
お

け
る
関

係
書

類
（
履

歴
書

、
誓

約
書

等
）
、
役

員
名

簿
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

等

1
5

（
４
）
理

事
長

１
　
理

事
長

及
び
業

務
執

行
理

事
は

理
事

会
で
選

定
さ
れ

て
い
る
か

。

○
　
理
事
会
の
決
議
で
理
事
長
を
選
定
し
て
い
る
か
。

○
　
業
務
執
行
理
事
の
選
定
は
理
事
会
の
決
議
で
行
わ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
理

事
会

の
議

事
録

1
8

1
7

役
員

の
選

任
手

続
に
お

け
る
関

係
書

類
（
履

歴
書

、
誓

約
書

等
）
、
役

員
名

簿
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

等

○
　
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
に
識
見
を
有
す
る
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
当
該
社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
区
域
に
お
け
る
福

祉
に
関

す
る
実

情
に
通

じ
て
い
る
者

が
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
施
設
を
設
置
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
施
設
の
管
理
者
が
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

２
　
理

事
と
し
て
含

ま
れ

て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
者

が
選

任
さ
れ
て
い
る
か
。

4
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社
会
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祉
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経
営
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

５
　
監
事

（
１
）
定

款

１
　
法

に
規

定
さ
れ

た
員

数
が

定
款

に
定

め
ら
れ

、
そ
の

定
款

に
定

め
る
員

数
を
満

た
す
選

任
が

さ
れ

て
い
る
か

。

○
　
定
款
に
定
め
る
員
数
が
選
任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定
員
で
定
め
た
員
数
の
３
分
の
１
を
超
え
る
者
が
欠
け
た
と
き
は
遅

滞
な
く
補

充
し
て
い
る
か
。

○
　
欠
員
が
生
じ
て
い
な
い
か
。

定
款

、
理

事
会

の
議

事
録

1
9

(２
)選

任
及
び

解
任

１
　
法

令
及

び
定

款
に
定

め
る
手

続
に
よ
り
選

任
又

は
解

任
さ

れ
て
い
る
か

。

○
　
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
選
任
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
評
議
員
会
に
提
出
さ
れ
た
監
事
の
選
任
に
関
す
る
議
案
は
監

事
の
過

半
数

の
同

意
を
得

て
い

る
か
。

○
　
監
事
の
解
任
は
評
議
員
会
の
特
別
決
議
に
よ
っ
て
い
る
か
。

評
議

員
会

の
議

事
録

、
評

議
員

会
の
招

集
通

知
、
評

議
員

会
の
議

題
（
及

び
議

案
）
を
決

定
し
た
理

事
会

の
議

事
録

、
監

事
の
選

任
に
関

す
る
評

議
員

会
の
議

案
に
つ

い
て
の
監

事
の
同

意
を
証

す
る
書

類

1
9

２
　
監

事
と
な
る
こ
と
が

で
き
な
い
者

が
選
任

さ
れ

て
い
な
い

か
。

○
　
欠
格
事
由
を
有
す
る
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
評
議
員
、
理
事
又
は
職
員
を
兼
ね
て
い
な
い
か
。

○
　
監
事
の
う
ち
に
、
各
役
員
に
つ
い
て
、
そ
の
配
偶
者
又
は
三

親
等

以
内

の
親

族
そ
の
他

各
役

員
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
社
会
福
祉
協
議
会
に
あ
っ
て
は
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
が
役

員
の
総

数
の
５
分

の
１
ま
で
と
な
っ

て
い
る
か
。

○
　
実
際
に
法
人
運
営
に
参
加
で
き
な
い
者
が
名
目
的
に
選

任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
地
方
公
共
団
体
の
長
等
特
定
の
公
職
に
あ
る
者
が
慣
例

的
に
監

事
に
就

任
し
て
い
な
い
か
。

○
　
暴
力
団
員
等
の
反
社
会
勢
力
の
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
か
。

監
事

の
選

任
手

続
に
お

け
る
書

類
（
履

歴
書

、
誓

約
書

等
）
、
役

員
名

簿
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

2
0

３
　
法

に
定

め
る
者

が
含

ま
れ

て
い
る
か

。
○
　
社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
及
び
財
務

管
理

に
つ

い
て
識

見
を
有

す
る
者

が
含

ま
れ
て
い
る
か
。

監
事

の
選

任
手

続
に
お

け
る
書

類
（
履

歴
書

、
誓

約
書

等
）
、
役

員
名

簿
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

2
2

１
　
法

令
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
業

務
を
行
っ
て
い
る
か

。
○

　
理

事
の
職

務
の
執

行
を
監

査
し
、
厚

生
労
働

省
令

で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
監

査
報

告
を
作

成
し
て
い
る
か
。

監
査

報
告

、
監

査
報

告
の
内

容
の
通

知
2
3

○
　
理
事
会
へ
の
出
席
義
務
を
履
行
し
て
い
る
か
。

理
事

会
の
議

事
録

2
5

（
３
）
職

務
・
義

務

5
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ

頁

６
 理

事
会

（
１

）
審

査
状

況

１
　

理
事

会
は

法
令

及
び

定
款

の
定

め
に

従
っ

て
開

催
さ

れ
て

い
る

か
。

○
　
権
限
を
有
す
る
者
が
招
集
し
て
い
る
か
。

○
　
各
理
事
及
び
各
監
事
に
対
し
て
、
期
限
ま
で
に
招
集
の
通

知
を
し
て
い
る
か
。

○
　
招
集
通
知
の
省
略
は
、
理
事
及
び
監
事
の
全
員
の
同
意

に
よ
り
行

わ
れ
て
い
る
か
。

理
事

会
の
招

集
通

知
、
理

事
会

の
議

事
録

、
招

集
通

知
を
省

略
し
た
場

合
の
理

事
及

び
監

事
の
全

員
の
同

意
を
証

す
る
書

類
2
6

２
　

理
事

会
の

決
議

は
、

法
令

及
び

定
款

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
わ

れ
て

い
る

か
。

○
　
決
議
に
必
要
な
数
の
理
事
が
出
席
し
、
必
要
な
数
の
賛

成
を
も
っ
て
に
よ
り
行

わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
決
議
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
決
議
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
決
議
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が
決

議
に
加

わ
っ
て
い
な
い
か
。

○
　
理
事
会
で
評
議
員
の
選
任
又
は
解
任
の
決
議
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
。

定
款

、
理

事
会

議
事

録
、
理

事
の
職

務
の

執
行

に
関

す
る
規

程

2
6

３
　

理
事

へ
の

権
限

の
委

任
は

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
○
　
理
事
に
委
任
で
き
な
い
事
項
が
理
事

に
委
任

さ
れ
て
い
な
い
か
。

○
　
理
事
に
委
任
さ
れ
る
範
囲
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

理
事

会
議

事
録

、
理

事
に
委

任
す

る
事

項
を
定

め
る
規

程
等

2
8

４
　

法
令

又
は

定
款

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
理

事
長

等
が

、
職

務
の

執
行

状
況

に
つ

い
て

、
理

事
会

に
報

告
を

し
て

い
る

か
。

○
　
実
際
に
開
催
さ
れ
た
理
事
会
に
お
い
て
、
必
要
な
回
数
以

上
報

告
が
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
理

事
会

の
議

事
録

2
8

（
２

）
記

録
１

　
法

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
議

事
録

が
作

成
さ

れ
、

保
存

さ
れ

て
い

る
か

。

○
　
法

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議

事
録

が
作

成
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
議
事
録
に
、
法
令
又
は
定
款
で
定
め
る
議
事
録
署
名
人
が
署
名
又
は
記
名
押
印
が
さ
れ
て
い
る

か
。

○
　
議
事
録
が
電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
、
必

要
な
措

置
を
し
て
い
る
か
。

○
　
議
事
録
又
は
同
意
の
意
思
表
示
の
書
面
等
を
主
た
る
事
務

所
に
必

要
な
期

間
備

え
置

い
て
い

る
か
。

定
款

、
議

事
録

、
理

事
全

員
の
同

意
の
意

思
表

示
を
記

し
た
書

類

2
9

（
３

）
債

権
債

務
の

状
況

１
　

借
入

は
、

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
○
　
借
入
（
多
額
の
借
財
に
限
る
）
は
、
理
事
会
の
決
議
を
受

け
て
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。

定
款

、
理

事
会

議
事

録
、
借

入
金

明
細

書
（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
専

決
規

程
等

、
理

事
長

に
よ
る
決

裁
文

書
、
借

入
契

約
書

等
3
1

6

＠
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

７
　
会

計
監

査
人

１
　
会

計
監

査
人

は
定

款
の

定
め
に
よ
り
設
置

さ
れ

て
い
る

か
。

○
　
特
定
社
会
福
祉
法
人
が
、
会
計
監
査
人
の
設
置
を
定
款

に
定

め
て
い
る
か
。

○
　
会
計
監
査
人
の
設
置
を
定
款
に
定
め
た
法
人
が
、
会
計

監
査

人
を
設

置
し
て
い
る
か
。

○
　
会
計
監
査
人
が
欠
け
た
場
合
、
遅
滞
な
く
会
計
監
査
人
を
選

任
し
て
い
る
か
。

定
款

、
会

計
監

査
人

の
選

任
に
関

し
て
検

討
を
行

っ
た
理

事
会

議
事

録
等

3
1

２
　
法

令
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選

任
さ
れ
て
い
る
か

。
○
　
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
適
切
に
選
任
等
が
さ
れ
て
い
る
か
。

評
議

員
会

の
議

事
録

、
理

事
会

の
議

事
録

、
監

事
の
過

半
数

の
同

意
を
証

す
る
書

類
（
理

事
会

の
議

事
録

に
記

載
が
な
い
場

合
）
、
会

計
監

査
人

候
補

者
の
選

定
に
関

す
る
書

類

3
2

３
　
法

令
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会

計
監
査

を
行

っ
て
い
る

か
。

○
　
省

令
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会

計
監

査
報

告
を
作

成
し
て
い
る
か
。

○
　
財
産
目
録
を
監
査
し
、
そ
の
監
査
結
果
を
会
計
監
査
報

告
に
併

せ
て
記

載
又

は
記

録
し
て
い
る

か
。

会
計

監
査

報
告

、
会

計
監

査
人

が
会

計
監

査
報

告
を
特

定
監

事
及

び
特

定
理

事
に
通

知
文

書
3
3

１
　
評

議
員

の
報

酬
等

の
額

が
法

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

定
め
ら
れ

て
い
る
か

。

○
　
評
議
員
の
報
酬
等
の
額
が
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

定
款

3
5

２
　
理

事
の

報
酬

等
の

額
が

法
令

に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
定

め
ら
れ

て
い
る
か

。

○
　
理
事
の
報
酬
等
の
額
が
定
款
又
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
評

議
員

会
の
議

事
録

3
5

３
　
監

事
の

報
酬

等
の

額
が

法
令

に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
定

め
ら
れ

て
い
る
か

。

○
　
監
事
の
報
酬
等
が
定
款
又
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
定

め
て
い
る
か
。

○
　
定
款
又
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
監
事
の
報
酬
総
額

の
み

が
決

定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

そ
の
具
体
的
な
配
分
は
、
監
事
の
協
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
評

議
員

会
の
議

事
録

、
監

事
の
報

酬
等

の
具

体
的

な
配

分
の
決

定
が
行

わ
れ
た
こ
と
及

び
そ
の
決

定
内

容
を
記

録
し

た
書

類

3
6

４
　
会

計
監

査
人

の
報

酬
等

が
法

令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

定
め
ら
れ

て
い
る
か

。

○
　
会
計
監
査
人
の
報
酬
等
を
定
め
る
場
合
に
、
監
事
の
過
半

数
の
同

意
を
得

て
い
る
か
。

理
事

会
の
議

事
録

、
監

事
の
過

半
数

の
同

意
を
得

た
こ
と
を
証

す
る
書

類
3
6

（
２
）
報

酬
等

支
給
基
準

１
　
理

事
、
監

事
及

び
評

議
員

に
対

す
る
報
酬

等
の

支
給

基
準
に
つ
い
て
、
法
令
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
定
め
、
公
表
し
て

い
る
か

。

○
　
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
に
対
す
る
報
酬
等
に
つ
い
て
、
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
支

給
の
基

準
を
定

め
、
評

議
員

会
の
承

認
を
受

け
て
い
る
か
。

理
事

、
監

事
及

び
評

議
員

の
報

酬
等

の
支

給
基

準
、
評

議
員

会
の
議

事
録

3
7

○
　
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
に
対
す
る
報
酬
等
の
支
給
の
基

準
を
公

表
し
て
い
る
か
。

3
8

８
　
評

議
員

、
理

事
、
監

事
及

び
会
計
監

査
人

の
報
酬

（
１
）
報

酬

7
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全
国
社
会
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祉
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人
経
営
者
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

（
３
）
報

酬
の

支
給

１
　
役

員
及

び
評

議
員

の
報

酬
等

が
法

令
等

に
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
支

給
さ
れ

て
い
る
か

。

○
　
評
議
員
の
報
酬
等
が
定
款
に
定
め
ら
れ
た
額
及
び
報
酬

等
の
支

給
基

準
に
従

っ
て
支

給
さ
れ

て
い
る
か
。

○
　
役
員
の
報
酬
等
が
定
款
又
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
額

及
び

報
酬

等
の
支

給
基
準
に
従
っ
て
支
給
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
評

議
員

会
の
議

事
録

、
報

酬
等

の
支

給
基

準
、
報

酬
等

の
支

払
い
の
内

容
が
確

認
で
き
る
書

類
3
8

（
４
）
報

酬
等

の
総
額
の

公
表

１
　
役

員
及

び
評

議
員

等
の

報
酬

に
つ
い
て
、
法

令
に
定

め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
公
表
し
て
い
る
か
。

○
　
理
事
、
監
事
及
び
評
議
員
の
区
分
ご
と
の
報
酬
等
の
総

額
に
つ

い
て
、
現

況
報

告
書

に
記

載
の

上
、
公
表
し
て
い
る
か
。

3
9

１
　
事

業
一

般
１
　
定
款
に
従
っ
て
事
業
を
実
施
し
て
い
る
か
。

○
　
定
款
に
定
め
て
い
る
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
定

款
に
定

め
て
い
な
い
事

業
が
実

施
さ
れ
て
い
な
い
か
。

定
款

、
法

人
の
事

業
内

容
が
確

認
で
き
る

書
類

（
事

業
報

告
等

）
3
9

２
　
「
地

域
に
お
け
る
公

益
的

な
取

組
」
を
実
施

し
て
い
る
か

。
○
　
社
会
福
祉
事
業
及
び
公
益
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
日
常
生

活
若

し
く
は
社

会
生

活
上

の
支

援
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
、
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
、
福

祉
サ
ー

ビ
ス
を
積

極
的

に
提

供
す

る
よ

う
努
め
て
い
る
か
。

地
域

公
益

取
組

の
内

容
が
確

認
で
き
る

書
類

（
現

況
報

告
書

、
事

業
報

告
、
法

人
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
等

）
4
0

１
　
社

会
福

祉
事

業
を
行

う
こ
と
を
目

的
と
す
る
法

人
と
し
て
適

正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
当
該
法
人
の
事
業
の
う
ち
主
た
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
。

○
　
社
会
福
祉
事
業
で
得
た
収
入
を
、
法
令
・
通
知
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
使

途
に
充

て
て
い
な
い

か
。

計
算

書
類

及
び

そ
の
附

属
明

細
書

4
1

２
　
社

会
福

祉
事

業
を
行

う
た
め
に
必

要
な
資

産
を
有

し
て
い

る
か
。

○
　
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
産
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
貸

借
対

照
表

、
財

産
目

録
、
登

記
簿

謄
本

4
2

３
　
公

益
事

業
１
　
社

会
福

祉
事

業
を
行

う
こ
と
を
目

的
と
す
る
法

人
が

行
う

公
益
事
業
と
し
て
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
社
会
福
祉
と
関
係
が
あ
り
、
ま
た
、
公
益
性
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
。

○
　
公
益
事
業
の
経
営
に
よ
り
、
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
に
支

障
を
来

し
て
い
な
い
か
。

○
　
公
益
事
業
の
規
模
が
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
て
い
な
い
か
。

計
算

書
類

及
び

そ
の
附

属
明

細
書

（
特

に
「
事

業
区

分
間

及
び

拠
点

区
分

間
繰

入
金

明
細

書
」
）
、
事

業
報

告
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

4
4

２
　
社

会
福

祉
事
業

Ⅱ
　
【
事

業
に
つ
い
て
】

8
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国
社
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経
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

１
　
法

に
基

づ
き
適

正
に
実

施
さ
れ

て
い
る
か

。
○
　
社
会
福
祉
事
業
又
は
政
令
で
定
め
る
公
益
事
業
の
経
営

に
収

益
が
に
充

て
ら
れ
て
い
る
か
。

○
　
収
益
事
業
の
経
営
に
よ
り
、
社
会
福
祉
事
業
の
経
営
に
支

障
を
来

し
て
い
な
い
か
。

計
算

書
類

及
び

そ
の
附

属
明

細
書

（
特

に
「
事

業
区

分
間

及
び

拠
点

区
分

間
繰

入
金

明
細

書
」
）
、
事

業
報

告
、
理

事
会

及
び

評
議

員
会

の
議

事
録

4
6

２
　
法
人
が
行
う
事
業
と
し
て
法
令
上
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
か
。

○
　
事
業
規
模
が
社
会
福
祉
事
業
の
規
模
を
超
え
て
い
な
い
か
。

○
　
法
人
の
社
会
的
信
用
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
又

は
投

機
的

な
も
の
で
な
い
か
。

○
　
当
該
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
の
社
会
福
祉
事
業

の
円

滑
な
遂

行
を
妨

げ
る
お

そ
れ
が

あ
る
も
の
で
な
い
か
。

計
算

書
類

、
収

益
事

業
の
事

業
内

容
が

確
認

で
き
る
書

類
（
事

業
報

告
等

）
4
7

１
　
人

事
管

理
１
　
法

令
に
従

い
、
職

員
の

任
免

等
人

事
管
理

を
行

っ
て
い
る

か
。

○
　
重
要
な
役
割
を
担
う
職
員
の
選
任
及
び
解
任
は
、
理
事

会
の
決

議
を
経

て
行

わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
職
員
の
任
免
は
適
正
な
手
続
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
か
。

理
事

会
の
議

事
録

、
職

員
の
任

免
に
関

す
る
規

程
、
辞

令
又

は
職

員
の
任

免
に

つ
い
て
確

認
で
き
る
書

類
4
8

２
　
資

産
管

理
（
１
）
基

本
財

産

１
　
基

本
財

産
の

管
理

運
用

が
適

切
に
な
さ
れ

て
い
る
か

。
○
　
法
人
の
所
有
す
る
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動

産
は
、
全

て
基

本
財

産
と
し
て
定

款
に

記
載
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
当
該
不
動
産
の
所
有
権
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
所
轄
庁
の
承
認
を
得
ず
に
、
基
本
財
産
を
処
分
し
、
貸
与

し
又

は
担

保
に
供

し
て
い
な
い
か
。

○
　
基
本
財
産
の
管
理
運
用
は
、
安
全
、
確
実
な
方
法
、
す
な
わ
ち
元

本
が
確

実
に
回

収
で
き
る
も

の
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
財

産
目

録
、
登

記
簿

謄
本

、
国

又
は
地

方
公
共

団
体

の
使

用
許

可
が
あ
る

こ
と
を
確

認
で
き
る
書

類
、
基

本
財

産
の

処
分

等
に
関

す
る
決

定
を
行

っ
た
理

事
会

議
事

録
、
評

議
員

会
議

事
録

4
9

（
２
）
基

本
財

産
以
外
の

財
産

１
　
基

本
財

産
以

外
の

資
産

の
管

理
運

用
は

適
切

に
な
さ
れ

て
い
る
か
。

○
　
基
本
財
産
以
外
の
資
産
（
そ
の
他
財
産
、
公
益
事
業
用

財
産

、
収

益
事

業
用

財
産

）
の
管

理
運

用
に
あ
た
っ
て
、
安
全
、
確
実
な
方

法
で
行
わ
れ
て
い
る
か
。

○
　
そ
の
他
財
産
の
う
ち
社
会
福
祉
事
業
の
存
続
要
件
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
管

理
が
適

正
に
さ
れ
、

そ
の
処

分
が
み

だ
り
に
行

わ
れ
て
い
な
い
か
。

資
産

の
管

理
運

用
に
関

す
る
規

程
、
理

事
会

議
事

録
、
計

算
関

係
書

類
5
1

（
３
）
株

式
保

有
１
　
株

式
の

保
有

は
適

切
に
な
さ
れ

て
い
る
か

。
○
　
株
式
の
保
有
が
法
令
上
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
。

○
　
株
式
保
有
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
（
全
株
式
の
2
0
％
以
上

を
保

有
し
て
い
る
場

合
に
限

る
。
）
に
、

所
轄
庁
に
必
要
書
類
の
提
出
を
し
て
い
る
か
。

株
式

の
保

有
及

び
取

引
の
状

況
を
確

認
で
き
る
書

類
5
1

（
４
）
不

動
産

の
借
用

１
　
不

動
産

を
借

用
し
て
い
る
場

合
、
適

正
な
手

続
き
を
行

っ
て
い
る
か
。

○
　
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
国
又
は
地
方

公
共

団
体

か
ら
借

用
し
て
い
る
場

合
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
使
用
許
可
等
を
受
け
て
い
る
か
。

○
　
社
会
福
祉
事
業
の
用
に
供
す
る
不
動
産
を
国
又
は
地
方

公
共

団
体

以
外

の
者

か
ら
借

用
し
て

い
る
場
合
は
、
そ
の
事
業
の
存
続
に
必
要
な
期
間
の
利
用
権

を
設

定
し
、
か
つ

、
登

記
が
な
さ
れ
て

い
る
か
。

登
記

簿
謄

本
、
国

又
は
地

方
公

共
団

体
の
使

用
許

可
が
あ
る
こ
と
又

は
国

又
は
地

方
公

共
団
体

が
借
用

を
認

め
て
い
る
こ
と

を
証

す
る
書

類
（
賃

貸
借

契
約

書
等

）
、

法
人

が
行

う
事

業
・
施

設
が
確

認
で
き
る

書
類

5
3

Ⅲ
　
【
管

理
に
つ
い
て
】

４
　
収
益

事
業

9
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

３
　
会

計
管

理
（
１
）
会

計
の

原
則

5
4

（
２
）
規

程
・
体

制
１
　
経

理
規

程
を
制

定
し
て
い
る
か

。
○

　
定

款
等

に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経

理
規

程
を
制

定
し
て
い
る
か
。

○
　
経
理
規
程
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
経

理
規

程
等

、
理

事
会

の
議

事
録

等
、
経

理
規

程
等

に
定

め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
会

計
処

理
等

が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と

が
確

認
で
き
る
書

類
5
6

２
　
予

算
の

執
行

及
び
資

金
等

の
管

理
に
関

す
る
体

制
が

整
備
さ
れ

て
い
る
か

。

○
　
予
算
の
執
行
及
び
資
金
等
の
管
理
に
関
し
て
、
会
計
責

任
者

の
設

置
等

の
管

理
運

営
体

制
が

整
備

さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
会
計
責
任
者
と
出
納
職
員
と
の
兼
務
を
避
け
る
な
ど
、
内

部
牽

制
に
配

意
し
た
体

制
と
さ
れ
て
い

る
か
。

経
理
規
程
、
業
務
分
担
を
定
め
た
規
程

等
5
7

（
３
）
会

計
処

理
１
　
事

業
区

分
等

は
適

正
に
区

分
さ
れ

て
い
る
か

。
○
　
事
業
区
分
に
つ
い
て
、
適
正
に
区
分
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
拠
点
区
分
に
つ
い
て
、
適
正
に
区
分
さ
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
収

支
予

算
、
計

算
書

類
5
7

○
　
拠
点
区
分
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
区
分
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
。

定
款

、
拠

点
区

分
資

金
収

支
明

細
書

、
拠

点
区

分
事

業
活

動
明

細
書

5
8

２
　
会

計
処

理
の

基
本

的
取

扱
い

5
9

３
　
計

算
書

類
が

法
令

に
基

づ
き
適

正
に
作

成
さ
れ

て
い
る

か
。

○
　
作
成
す
べ
き
計
算
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。

計
算

書
類

5
9

　 　
資
金

収
支

計
算

書
○
　
計
算
書
類
に
整
合
性
が
と
れ
て
い
る
か
。

○
　
資
金
収
支
計
算
書
の
様
式
が
会
計
基
準
に
則
し
て
い
る
か
。

○
　
資
金
収
支
予
算
書
は
、
定
款
の
定
め
等
に
従
い
適
正
な
手
続
に
よ
り
編
成
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
、
変
更
を
加
え
る
と
き
は
、
定
款

等
に
定

め
る
手

続
を
経

て
い
る
か
。

資
金

収
支

予
算

書
、
定

款
、
理

事
会

議
事

録
、
評

議
員

会
議

事
録

6
0

　
事
業

活
動

計
算

書
○
　
計
算
書
類
に
整
合
性
が
と
れ
て
い
る
か
。

○
　
事
業
活
動
計
算
書
の
様
式
が
会
計
基
準
に
則
し
て
い
る
か
。

○
　
寄
附
金
に
つ
い
て
適
正
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
収
益
及
び
費
用
は
適
切
な
会
計
期
間
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
。

計
算

書
類

、
財

産
目

録
、
総

勘
定

元
帳

（
そ
の
他

の
帳

簿
、
明

細
）
、
契

約
書

、
請

求
書

、
領

収
書

6
2

1
0
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

　 　
貸
借

対
照

表
○

　
計

算
書

類
に

整
合

性
が

と
れ

て
い

る
か

。
6
3

○
　

貸
借

対
照

表
の

様
式

が
会

計
基

準
に

則
し

て
い

る
か

。
計

算
書

類
6
3

○
　

資
産

は
実

在
し

て
い

る
か

。
計

算
書

類
、

財
産

目
録

、
残

高
を

記
録

し
た

補
助

簿
、

預
金

通
帳

現
物

、
当

座
勘

定
照

合
表

、
金

融
機

関
発

行
の

残
高

証
明

書
、

棚
卸

資
産

の
実

地
棚

卸
結

果
、

固
定

資
産

の
実

地
棚

卸
結

果
 等

6
3

○
　

資
産

を
取

得
し

た
場

合
、

原
則

と
し

て
取

得
価

額
を

付
し

て
い

る
か

。
固

定
資

産
管

理
台

帳
、

新
規

の
固

定
資

産
の

取
得

に
か

か
る

会
計

伝
票

、
関

連
証

憑
等

6
4

○
　

有
形

固
定

資
産

及
び

無
形

固
定

資
産

に
係

る
減

価
償

却
を

行
っ

て
い

る
か

。
計

算
書

類
の

附
属

明
細

書
（
基

本
財

産
及

び
そ

の
他

の
固

定
資

産
（
有

形
・
無

形
固

定
資

産
）
の

明
細

書
）
、

固
定

資
産

管
理

台
帳

、
法

人
が

減
価

償
却

計
算

を
行

っ
て

い
る

補
助

簿
、

減
価

償
却

費
を

計
上

し
た

会
計

伝
票

等

6
4

○
　

資
産

に
つ

い
て

時
価

評
価

を
適

正
に

行
っ

て
い

る
か

。
固

定
資

産
管

理
台

帳
、

時
価

評
価

の
必

要
性

の
有

無
を

判
定

し
て

い
る

法
人

作
成

資
料

、
時

価
評

価
に

係
る

会
計

伝
票

等
6
5

○
　

有
価

証
券

の
価

額
に

つ
い

て
適

正
に

評
価

し
て

い
る

か
。

市
場

価
格

の
あ

る
有

価
証

券
（
満

期
保

有
目

的
の

債
券

を
除

く
。

）
に

つ
い

て
時

価
評

価
の

必
要

性
の

有
無

を
判

断
し

て
い

る
法

人
作

成
資

料
、

時
価

評
価

に
係

る
会

計
伝

票
等

、
満

期
保

有
目

的
の

債
券

に
つ

い
て

の
償

却
原

価
法

に
係

る
法

人
作

成
資

料
、

償
却

原
価

法
に

係
る

会
計

伝
票

等

6
6

○
　

棚
卸

資
産

に
つ

い
て

適
正

に
評

価
し

て
い

る
か

。
棚

卸
資

産
に

つ
い

て
時

価
評

価
の

必
要

性
の

有
無

を
判

定
し

て
い

る
法

人
作

成
資

料
、

棚
卸

資
産

の
管

理
の

た
め

に
作

成
し

て
い

る
帳

簿
等

、
時

価
評

価
に

係
る

会
計

伝
票

等

6
6

1
1
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

○
　
負
債
は
網
羅
的
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
（
引
当
金
を
除
く
）
。

○
　
引
当
金
は
適
正
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
債
権
に
つ
い
て
徴
収
不
能
引
当
金
を
適
正
に
計
上
し
て
い
る
か
。

引
当

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
個

別
法

及
び

一
括

法
に
よ
る
徴

収
不

能
引

当
金

の
計

上
の
必

要
性

の
有

無
を
検

討
し
て
い
る
法

人
作

成
資

料
、
徴

収
不

能
引

当
金

の
計

上
に
係

る
会

計
伝

票
等

6
6
6
7

○
　
賞
与
引
当
金
を
適
正
に
計
上
し
て
い
る
か
。

引
当

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
賞

与
引

当
金

の
計

上
の
必

要
性

の
有

無
を
検

討
し
て
い
る
法

人
作

成
資

料
、
未

収
金

や
貸

付
金

の
管

理
に
関

す
る
帳

簿
等

、
賞

与
引

当
金

に
係

る
会

計
伝

票
等

6
7

○
　
退
職
給
付
引
当
金
を
適
正
に
計
上
し
て
い
る
か
。

引
当

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
退

職
給

付
引

当
金

の
計

上
の
必

要
性

の
有

無
を
検

討
し
て
い
る
法

人
作

成
資

料
、
退

職
給

付
引

当
金

に
係

る
会

計
伝

票
等

6
7

○
　
上
記
の
ほ
か
、
引
当
金
の
計
上
は
適
切
か
。

引
当

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
役

員
退

職
慰

労
引

当
金

の
計

上
の
必

要
性

の
有

無
を
検

討
し
て
い
る
法

人
作

成
資

料
、
役

員
退

職
慰

労
金

に
関

す
る
規

程
（
役

員
報

酬
基

準
）
、
役

員
退

職
慰

労
引

当
金

に
係

る
会

計
伝

票
等

6
8

○
　
純
資
産
は
適
正
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
基
本
金
に
つ
い
て
適
正
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
。

計
算

書
類

、
基

本
金

明
細

書
（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
寄

附
の
受

け
入

れ
に

関
す

る
書

類
（
寄

附
申

込
書

、
贈

与
契

約
書

等
）
、
基

本
金

の
計

上
に
係

る
会

計
伝

票
等

6
8
6
9

○
　
国
庫
補
助
金
等
特
別
積
立
金
に
つ
い
て
適
正
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
。

国
庫

補
助

金
等

特
別

積
立

金
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
国

庫
補

助
金

等
特

別
積

立
金

の
積

み
立

て
、
取

り
崩

し
に
係

る
伝

票
等

6
9

○
　
そ
の
他
の
積
立
金
に
つ
い
て
適
正
に
計
上
さ
れ
て
い
る
か
。

積
立

金
・
積

立
資

産
明

細
書

（
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

）
、
そ
の
他

の
積

立
金

の
積

み
立

て
、
取

り
崩

し
に
係

る
伝

票
等

7
0

1
2

＠
全
国
社
会
福
祉
法
人
経
営
者
協
議
会

- 12 -



項
目

監
査

事
項

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ

頁

（
４

）
会

計
帳

簿
１

　
会

計
帳

簿
は

適
正

に
整

備
さ

れ
て

い
る

か
。

○
　
各
拠
点
ご
と
に
仕
訳
日
記
帳
及
び
総
勘
定
元
帳
を
作
成

し
て
い
る
か
。

○
　
計
算
書
類
に
係
る
各
勘
定
科
目
の
金
額
に
つ
い
て
主
要
簿

と
一

致
し
て
い
る
か
。

計
帳

簿
、
計

算
書

類
、
固

定
資

産
管

理
台

帳
7
1

（
５

）
附

属
明

細
書

等

１
　

注
記

が
法

令
に

基
づ

き
適

正
に

作
成

さ
れ

て
い

る
か

。
○
　
注
記
に
係
る
勘
定
科
目
と
金
額
が
計
算
書
類
と
整
合
し
て
い
る
か
。

○
　
計
算
書
類
の
注
記
に
つ
い
て
注
記
す
べ
き
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
。

計
算

書
類

、
計

算
書

類
に
対

す
る
注

記
（
法

人
全

体
）
、
計

算
書

類
に
対

す
る
注

記
（
拠

点
区

分
）

7
2

２
  

計
算

書
類

が
法

令
に

基
づ

き
適

正
に

作
成

さ
れ

て
い

る
か

。

○
　
作
成
す
べ
き
計
算
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　
附
属
明
細
書
に
係
る
勘
定
科
目
と
金
額
が
計
算
書
類
と
整

合
し
て
い
る
か
。

定
款

、
計

算
書

類
、
計

算
書

類
の
附

属
明

細
書

7
3

３
　

財
産

目
録

が
法

令
に

基
づ

き
適

正
に

作
成

さ
れ

て
い

る
か

。

○
　
財
産
目
録
の
様
式
が
通
知
に
則
し
て
い
る
か
。

○
　
財
産
目
録
に
係
る
勘
定
科
目
と
金
額
が
法
人
単
位
貸
借
対

照
表

と
整

合
し
て
い
る
か
。

定
款

、
法

人
単

位
貸

借
対

照
表

、
財

産
目

録
7
5

４
　

そ
の

他
（
１

）
特

別
の

利
益

供
与

の
禁

止

１
　

社
会

福
祉

法
人

の
関

係
者

に
対

し
て

特
別

の
利

益
を

与
え

て
い

な
い

か
。

○
　
評
議
員
、
理
事
、
監
事
、
職
員
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
社

会
福

祉
法

人
の
関

係
者

に
対

し
て

特
別
の
利
益
を
与
え
て
い
な
い
か
。

経
理

規
程

、
給

与
規

程
等

関
係

規
程

類
、
役

員
等

報
酬

基
準

、
計

算
関

係
書

類
、
会

計
帳

簿
、
証

憑
書

類
、
法

人
の
関

係
者

が
確

認
で
き
る
書

類
（
履

歴
書

等
）

7
6

（
２

）
社

会
福

祉
充

実
計

画

１
　

社
会

福
祉

充
実

計
画

に
従

い
事

業
が

行
わ

れ
て

い
る

か
。

○
　
社
会
福
祉
充
実
計
画
に
定
め
る
事
業
が
計
画
に
沿
っ
て
行

わ
れ
て
い
る
か
。

社
会

福
祉

充
実

計
画

、
事

業
報

告
、
計

算
書

類
等

7
7

（
３

）
情

報
の

公
表

１
　

法
令

に
定

め
る

情
報

の
公

表
を

行
っ

て
い

る
か

。
○
　
法
令
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公

表
し
て
い
る
か
。

7
8

（
４

）
そ

の
他

１
　

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
評

価
を

行
い

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

を
図

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
て

い
る

か
。

○
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価
事
業
に
よ
る
第
三
者
評
価

の
受

審
等

の
福

祉
サ
ー

ビ
ス
の
質

の
評

価
を
行
い
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。

第
三

者
評

価
の
結

果
報

告
書

等

7
8

２
　

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

苦
情

解
決

の
仕

組
み

へ
の

取
組

が
行

わ
れ

て
い

る
か

。

○
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
苦
情
解
決
の
仕
組
み
へ
の
取
組

が
行

わ
れ
て
い
る
か
。

苦
情

解
決

責
任

者
、
苦

情
受

付
担

当
者

、
第

三
者

委
員

の
任

命
に
関

す
る
書

類
、
苦

情
解

決
に
関

す
る
規

程
類

、
苦

情
解

決
の
仕

組
み

の
利

用
者

へ
の
周

知
の

た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等

7
9

1
3

＠
全

国
社

会
福

祉
法

人
経

営
者

協
議

会
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項
目

監
査

事
項

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

確
認

書
類

Ｇ
Ｌ
頁

３
　
当

該
法

人
が

登
記

し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事

項
に
つ
い
て

期
限
ま
で
に
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

○
　

登
記

事
項

（
資

産
の

総
額

を
除

く
）
に

つ
い

て
変

更
が

生
じ

た
場

合
、

二
週

間
以

内
に

変
更

登
記

を
し

て
い

る
か

。
○

　
資

産
の

総
額

に
つ

い
て

は
、

会
計

年
度

終
了

後
3
か

月
以

内
に

変
更

登
記

を
し

て
い

る
か

。

登
記

簿
謄

本
、

登
記

手
続

の
関

係
書

類
等

8
0

４
　
契

約
等

が
適

正
に
行

わ
れ

て
い
る
か

。
○

　
 法

人
印

及
び

代
表

者
印

の
管

理
に

つ
い

て
管

理
が

充
分

に
行

わ
れ

て
い

る
か

。
○

　
理

事
長

が
契

約
に

つ
い

て
職

員
に

委
任

す
る

場
合

は
、

そ
の

範
囲

を
明

確
に

定
め

て
い

る
か

。
○

　
随

意
契

約
を

行
っ

て
い

る
場

合
は

一
般

的
な

基
準

に
照

ら
し

合
わ

せ
て

適
当

か
。

契
約

書
、

見
積

書
、

稟
議

書
等

8
1

1
4

＠
全
国
社
会
福
祉
法
人
経
営
者
協
議
会
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